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【今月の表紙】　
 令和３年３月で閉鎖となる学校給食センター

　昭和58年度から稼働し、町内の子ども達に学校給食を届けてきましたが、
施設の老朽化等により３月23日の給食提供をもって閉鎖となります。
　４月からは、新学校給食センター（藍畑小学校西側）で調理した給食提供が開始します。

高齢者の新型コロナウイルスワクチン接種について
２ページ・３ページをご覧下さい

* *

*



～新型コロナウイルスワクチン接種について～ 
※お知らせの内容は令和 3 年 3 月 1 日時点のものです。 

国のワクチン接種体制整備の動きや、国からのワクチンの配布状況等により、

予定が変更となる場合があります。 

具体的な接種時期や接種方法は、決まり次第、広報いしい、石井町ホームページ、

ケーブルテレビ、新聞折込等にて随時お知らせします。 
 

石井町では、新型コロナウイルスワクチンが供給された場合に、速やかな接種が可能となるよ

う、体制整備を行っています。 

 

 

ワクチン接種について 

ワクチン接種は強制ではなく、希望される方に接種されます。 

接種を受ける方には、ワクチン接種による感染予防の効果と副反応のリスクの双方について理

解した上で、自らの意思で受けていただくことになります。 

受ける方の同意無く、ワクチン接種が行われることはありません。 

 

 

接種対象者、接種順位について 

新型コロウイルスナワクチンの接種対象は 16 歳以上の方です。 

当面の間、確保できるワクチンの量に限りがあるため、国が示す優先順位に応じて順次接種を

進めていく予定です。 

接種順位は、次のとおりです。 

①医療従事者等 

②高齢者(令和 3 年度中に 65 歳以上に達する、昭和 32 年 4 月 1 日以前に生まれた方) 

③高齢者以外で基礎疾患を有する方や高齢者施設等で従事されている方 

④それ以外の方 

 

 

接種開始時期 

4 月以降（未定） 

※現段階では石井町にいつ頃、どの位のワクチン量が入るのか未定のため、接種開始時期を 

お知らせできない状況です。今後、ワクチンの準備ができ次第、お知らせします。 

 

～新型コロナウイルスワクチン接種について～ 
※お知らせの内容は令和 3 年 3 月 1 日時点のものです。 

国のワクチン接種体制整備の動きや、国からのワクチンの配布状況等により、

予定が変更となる場合があります。 

具体的な接種時期や接種方法は、決まり次第、広報いしい、石井町ホームページ、

ケーブルテレビ、新聞折込等にて随時お知らせします。 
 

石井町では、新型コロナウイルスワクチンが供給された場合に、速やかな接種が可能となるよ

う、体制整備を行っています。 

 

 

ワクチン接種について 

ワクチン接種は強制ではなく、希望される方に接種されます。 

接種を受ける方には、ワクチン接種による感染予防の効果と副反応のリスクの双方について理

解した上で、自らの意思で受けていただくことになります。 

受ける方の同意無く、ワクチン接種が行われることはありません。 

 

 

接種対象者、接種順位について 

新型コロウイルスナワクチンの接種対象は 16 歳以上の方です。 

当面の間、確保できるワクチンの量に限りがあるため、国が示す優先順位に応じて順次接種を

進めていく予定です。 

接種順位は、次のとおりです。 

①医療従事者等 

②高齢者(令和 3 年度中に 65 歳以上に達する、昭和 32 年 4 月 1 日以前に生まれた方) 

③高齢者以外で基礎疾患を有する方や高齢者施設等で従事されている方 

④それ以外の方 

 

 

接種開始時期 

4 月以降（未定） 

※現段階では石井町にいつ頃、どの位のワクチン量が入るのか未定のため、接種開始時期を 

お知らせできない状況です。今後、ワクチンの準備ができ次第、お知らせします。 

 

～新型コロナウイルスワクチン接種について～ 
※お知らせの内容は令和 3 年 3 月 1 日時点のものです。 

国のワクチン接種体制整備の動きや、国からのワクチンの配布状況等により、

予定が変更となる場合があります。 

具体的な接種時期や接種方法は、決まり次第、広報いしい、石井町ホームページ、

ケーブルテレビ、新聞折込等にて随時お知らせします。 
 

石井町では、新型コロナウイルスワクチンが供給された場合に、速やかな接種が可能となるよ

う、体制整備を行っています。 

 

 

ワクチン接種について 

ワクチン接種は強制ではなく、希望される方に接種されます。 

接種を受ける方には、ワクチン接種による感染予防の効果と副反応のリスクの双方について理

解した上で、自らの意思で受けていただくことになります。 

受ける方の同意無く、ワクチン接種が行われることはありません。 

 

 

接種対象者、接種順位について 

新型コロウイルスナワクチンの接種対象は 16 歳以上の方です。 

当面の間、確保できるワクチンの量に限りがあるため、国が示す優先順位に応じて順次接種を

進めていく予定です。 

接種順位は、次のとおりです。 

①医療従事者等 

②高齢者(令和 3 年度中に 65 歳以上に達する、昭和 32 年 4 月 1 日以前に生まれた方) 

③高齢者以外で基礎疾患を有する方や高齢者施設等で従事されている方 

④それ以外の方 

 

 

接種開始時期 

4 月以降（未定） 

※現段階では石井町にいつ頃、どの位のワクチン量が入るのか未定のため、接種開始時期を 

お知らせできない状況です。今後、ワクチンの準備ができ次第、お知らせします。 
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～新型コロナウイルスワクチン接種について～ 
※お知らせの内容は令和 3 年 3 月 1 日時点のものです。 

国のワクチン接種体制整備の動きや、国からのワクチンの配布状況等により、

予定が変更となる場合があります。 

具体的な接種時期や接種方法は、決まり次第、広報いしい、石井町ホームページ、

ケーブルテレビ、新聞折込等にて随時お知らせします。 
 

石井町では、新型コロナウイルスワクチンが供給された場合に、速やかな接種が可能となるよ

う、体制整備を行っています。 

 

 

ワクチン接種について 

ワクチン接種は強制ではなく、希望される方に接種されます。 

接種を受ける方には、ワクチン接種による感染予防の効果と副反応のリスクの双方について理

解した上で、自らの意思で受けていただくことになります。 

受ける方の同意無く、ワクチン接種が行われることはありません。 

 

 

接種対象者、接種順位について 

新型コロウイルスナワクチンの接種対象は 16 歳以上の方です。 

当面の間、確保できるワクチンの量に限りがあるため、国が示す優先順位に応じて順次接種を

進めていく予定です。 

接種順位は、次のとおりです。 

①医療従事者等 

②高齢者(令和 3 年度中に 65 歳以上に達する、昭和 32 年 4 月 1 日以前に生まれた方) 

③高齢者以外で基礎疾患を有する方や高齢者施設等で従事されている方 

④それ以外の方 

 

 

接種開始時期 

4 月以降（未定） 

※現段階では石井町にいつ頃、どの位のワクチン量が入るのか未定のため、接種開始時期を 

お知らせできない状況です。今後、ワクチンの準備ができ次第、お知らせします。 

 

接種回数、接種の間隔 

2 回の接種が必要です。 

ファイザー社のワクチンでは、通常 1 回目の接種から 3 週間後に 2 回目の接種を受けます。 

1 回目から 3 週間を超えた場合には、できるだけ早く 2 回目の接種を受けましょう。 
 
 

接種場所について 

原則、住民登録のある場所（石井町内）でのワクチン接種となります。 

石井町では医療機関が充実している利点があることから、現在のところ、個別接種（医療機関で

接種）できる体制を整えています。（現状では集団接種を実施する予定はありません。） 

ただし、入院中・入所中の方や、基礎疾患があり主治医が町外にいる方など、やむを得ない事情

のある場合、石井町外でのワクチン接種が可能な場合があります。（詳しくは個別通知にてお知

らせします。） 

 

 

接種券の発送について 

現在、国が示している優先順位に応じて個別通知できるよう準備をしています。 

 

 

詐欺に注意 

他県では、新型コロナウイルスワクチン接種に関連し、現金を要求する不審な電話等が発生して

います。 

ワクチンの予約および接種費用は無料です。 

徳島県、石井町から費用を請求することはありません。 

不審な電話があった場合は、警察へ通報してください。 

 

問い合わせ先 

●新型コロナウイルスワクチン全般に関するお問い合わせ 

【厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター】 

�����０１２０－７６１７７０（フリーダイヤル）    受付時間 9：00～２１：００ 土日・祝日も実施 

●【4 月以降運用開始】 

 

 

 ●健康増進課（保健センター） �����088-674-0001 

専用ダイヤル（接種券通知、接種医療機関に関すること）…保健センター内に設置予定 
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暮らし

高齢者の肺炎球菌ワクチン
接種について

　次の対象者の方は３月末日まで
接種を受けることができますので
機会を逃さないようにご注意くだ
さい。
　接種券がない方は健康増進課
（保健センター）までお問い合わ
せください。
　今まで23価肺炎球菌ワクチン
を接種したことがない、令和２年
度に次の年齢となる方が対象で
す。
○ 65歳・70歳・75歳・80歳・

85 歳・90 歳・95 歳・100 歳の
節目年齢の方
○ 60歳～ 65歳未満（心臓・腎臓・
呼吸器の機能に日常生活活動が極
度に制限される程度の障がいやヒ
ト免疫不全ウイルスによる免疫の
機能に日常生活がほとんど不可能
な程度の障がいがある方）
問健康増進課　☎ 674－0001

健康相談のお知らせ
◆健康相談　随時、個別対応
（保健師・管理栄養士が電話や面
接で承ります。ご予約の上お気軽
にご相談ください。）
※体操教室については、新型コロ
ナウイルス感染症拡大防止のため
当面の間中止します。再開の際に
は改めてお知らせします。
問健康増進課　☎ 674－0001

高川原福祉会館だより

令和２年分所得税の確定申告期
限・納付期限の延長について

　新型コロナウイルス感染症拡大
防止のため、令和２年分確定申告
期限・納付期限が全国一律で、令
和３年４月15日まで延長されま
した。
●徳島税務署からのお知らせ
　「アスティとくしま」に確定申
告会場を設置する期間は３月15
日までです。16日以降の会場は、
国税庁ホームページなどでお知ら
せします。
※�確定申告会場への入場には、入
場整理券が必要です。

問徳島税務署　☎ 622－4131
●税務課からのお知らせ
　役場２階大会議室での申告相談
会は３月15日までです。16日以
降は、１階税務課で行います。
※�４月16日以降であっても柔軟
な取扱いとして、税務署におい
て確定申告書を受け取ることと
なっています。

問税務課　☎ 674－1115

お知らせ
Information

　新型コロナウイルスの影響で、
催し事が中止・延期となる可能性
があります。
　開催前には最新の情報をご確認
になって、ご参加くださいますよ
うお願いします。

職業相談 人権相談

日　程 ４月相談日なし
（奇数月のみ） 4月 8日（木）

時　間 午後1時～ 3時半
相談員 石井町人権擁護委員

「成年後見」無料相談
日　程 3月23日（火）
時　間 午後3時～5時
相談員 行政書士（コスモス成年後見サポートセンター）
場　所 高川原福祉会館　☎674－0403

問住民課　国民健康保険係　☎ 674－1114

国民健康保険被保険者証の更新について

※�マイナンバーカードの保険証利用に関して、令和３年３月から、医療機関等の窓口において「オンライ
ン資格確認」が導入されます。それに伴い、今回更新の被保険者証から、番号欄に２桁の枝番（個人を
識別する番号）が記載されるようになりました。

　　ご使用の方法等につきましては、以前の証と変わりません。

現在、使用中の国民健康保険被保険者証の有効期限は、令和３年３月31日までです。
４月１日以降に使用できる被保険者証は、世帯の全員分をまとめて、世帯主様あてに、
３月下旬ごろに特定記録郵便でお送りします。

旧 新
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引っ越したら住民票を移しましょう！
　進学や就職などで引っ越しをされた方は、原則、現在住んでいる寮・アパート等が住所地
になります。住民票は、選挙人名簿などの各種の登録や行政サービスにつながる大切な情報
ですので、忘れずに移しましょう。

　転出・転入の手続きは簡単です！

　引っ越しをされる方は注意が必要です！

問詳しくは　総務省　https://www.soumu.go.jp/senkyo/index.html
　　　　　　外務省　https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/ index.html
　　　　　　石井町住民課　選挙管理委員会　☎ 674－1114

○��転入届の際には、記載事項の変更のため、「マイナンバーカード（個人番号カード）」をお持ちください！

　選挙で投票する場所は、原則として住民票のある市区町村です。
　異なる市区町村に転出した方で、住民票を移していない、又は住民票を移して 3カ月経過していない
場合は、新しい住所地で投票できません。

　国政選挙では、旧住所地に 3カ月以上住んでいれば、投票日当日に、旧住所地の投票所に行って投票
するか、投票日前でも旧住所地の期日前投票所に行って投票することができます。選挙期間中に旧住所地
に行くことができない場合、不在者投票を活用できます。
※��都道府県（市区町村）の選挙においては、当該都道府県（市区町村）の区域外に転出した方は当該選
挙の投票はできません。

　在外選挙制度により、外国にいても日本の国政選挙で投票することができます。投票するためには、在
外選挙人名簿に登録する必要がありますので、お住まいの住所を管轄する日本国大使館・総領事館で申請
してください。
　在外選挙制度では、「在外公館投票」「郵便等投票」「日本国内における投票」のいずれかの方法により
投票できます。

《転出前》
　引っ越し前の市区町村に転出届を
提出し、転出証明書を受け取る

《転入した日から14日以内》
　引っ越し後の市区町村に転出証明
書を添えて、転入届を提出

引っ越して3カ月経たずに選挙があるとき、投票はどうしたらいいの？

外国に引っ越した場合、投票はどうしたらいいの？

＆

＆

Ｑ

Ｑ

Ａ

Ａ
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石井町役場　税務課　☎674－1115問
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税金の納め忘れはありませんか？
～税金を滞納しない・させない町 石井 ! ～

 表 1　差押実施件数の推移　　　
件数 取立金額

H28年度 5件 414,453 円

H29年度 77件 4,403,637 円

H30年度 151件 9,136,196 円

Ｒ元�年度 112 件 3,858,107 円

車　  　種 手続きする場所 所在地・電話番号

軽自動車等 徳島県軽自動車協会
〒 771-1156
徳島市応神町応神産業団地 1-3
☎�088-641-2010

軽二輪車
（125cc超250cc以下）
小型二輪車（250cc超）

四国運輸局
徳島運輸支局

〒 771-1156
徳島市応神町応神産業団地1-1
☎�050-5540-2074

原動機付自転車
（125cc 以下）
小型特殊自動車

石井町役場　税務課
〒 779-3295
石井町高川原字高川原121-1
☎�088-674-1115

　軽自動車税（種別割）は、毎年４月１日現在の所有者（使用者）に課
税されます。月割制度がないため、４月１日時点で車両を所有している
場合、４月２日以降に廃車・譲渡の手続きを行っても、その年度分の税
金を納めていただくことになりますので、不要な軽自動車等は、４月１
日までに廃車・譲渡の手続きを行ってください。
　盗難等による紛失や廃車・譲渡の申告を行っていない場合、必要な手
続きがありますので、各車種に応じた申告場所にお問い合わせください。

軽自動車・
原動機付自転車等
をお持ちの方へ

　石井町では、税負担の公平性確保及び安定した住民サービス提供のため、町税の滞納を一掃する取り
組みを強化しています。
　町税の滞納は、町の財政を圧迫し、様々な住民サービスの提供に支障をきたすことになりかねません。
また、皆様からいただいた貴重な税金を督促状や催告書の送付など余分な経費に費やすことにもなりま
す。
　このため石井町では、納付できるのに納付しない滞納者に対して、財産の差押を実施しています（表
１参照）。
　税金を納期限までに納めなかった人には、まず督促状が送付されます。督促状を発した日から起算し
て 10日を経過した日までに完納しなかった場合には、滞納者の財産（預金、生命保険、給与、自動車、
不動産等）を差し押さえなければならないと法律には規定されています（国税徴収法第 47条）。納期限
を過ぎた場合には、延滞金（年率 8.8％）が加算されることがあります。
　そして、滞納の状態が長らく続いた場合には、徴収業務の専門である徳島滞納整理機構への移管や徳
島県への徴収業務の引き継ぎ（地方税法第48条）が行われ、厳しい滞納処分が実施されることになります。
　納付できない特別の事情がある場合は、税務課まで御相談くださいますようお願いします。
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令和３年度　自衛官等募集案内
募集種目 資　　格 受付期間 試験期日

防　 衛
大 学 校
学　 生

推 薦

18 歳以上 21歳未満の者
高卒（見込含）又は高専 3年次
修了（見込含）で成績優秀かつ
生徒会活動等に顕著な実績を修
め、学校長が推薦できる者

9月 5日～ 9月 10日���������
9 月 25・26日

総 合
選 抜

18 歳以上 21歳未満の者（自衛
官は 23歳未満）
高卒者（見込含）又は高専 3年
次修了者（見込含）

1次：9月 25日
2次：10月 30・31日

一 般 7 月 1日～ 10月 27日 1次：11月 6・7日
2次：12月 7～ 11日

防 衛 医 科 大 学 校
医 学 科 学 生 18 歳以上 21歳未満の者

高卒者（見込含）又は高専 3年
次修了者（見込含）

7月 1日～ 10月 13日 1次：10月 23日
2次：12月 15～ 17日

防 衛 医 科 大 学 校
看 護 学 科 学 生

（自衛官候補看護学生）
7 月 1日～ 10月 6日 1次：10月 16日

2次：11月 27・28日

航 空 学 生

海：18歳以上 23歳未満の者
（高卒者（見込含）又は高専 3年
次修了者（見込含））
空：18歳以上 21歳未満の者
（高卒者（見込含）又は高専 3年
次修了者（見込含））

7月 1日～ 9月 9日

1次：9月 20日
2次：10月 16～ 21日
3次：
（海）11月 19日～ 12月 15日
（空）11月 13日～ 12月 16日　　　　

一 般 曹 候 補 生
18 歳以上 33歳未満の者���（32
歳の者は、採用予定月の末日現
在、33歳に達していない者 )

① 3月 1日～ 5月 11日
② 7月 1日～ 9月 6日

① 1次：5月 21日～ 30日
　2次：6月 18日～ 7月 4日
② 1次：9月 16日～ 19日
　2次：10月 9～ 24日
※いずれか 1日を指定されます。

自 衛 官
候 補 生

男 子 18 歳以上 33歳未満の者
（32歳の者は、採用予定月の 1日か
ら起算して 3月に達する日の翌月の
末日現在、33歳に達していない者）

年間を通じて行っていま
す。 受付時にお知らせします。

女 子

陸上自衛隊
高 等 工 科
学 校 生 徒

推 薦
男子で中卒（見込含）17 歳未満の
成績優秀かつ生徒会活動等に顕著な
実績を修め、学校長が推薦できる者

11月 1日～ 12月 3日 令和 4年 1月 8日～ 11日
※いずれか 1日を指定されます。

一 般 男子で中卒（見込含）17歳未満
の者

11月 1日～
令和 4年 1月 14日

1次：令和 4年 1月 22日・23日
2次：令和 4年 2月 3日～ 6日
※いずれか 1日を指定されます。

予 備
自 衛 官 補

一 般 18 歳以上 34歳未満の者
① 1月 6日～ 4月 9日
② 7月 1日～ 9月 17日

① 4月 17日～ 21日
② 10月 2日～ 5日
※いずれか 1日を指定されます。技 能

18 歳以上で国家免許資格等を有
する者（資格により年齢上限は
53歳未満から 55歳未満）

問自衛隊鴨島地域事務所　☎ 0883－24－7008

ふるさと納税の状況について
　令和２年４月１日から令和３年２月28日までのふるさと納税の状況をご報告させていただきますとと
もに、あらためてお礼申し上げます。

寄附件数　2,284 件　　　　　寄附総額　45,245,346 円
将来に向けた魅力あるまちづくりのために活用させていただきます。

　石井町では、町外にお住まいの「石井町を応援したい」と思っている方からの寄附金を随時募集してい
ます。ふるさと納税は、寄附をすることで所得税とお住まいの市町村の住民税から一定の控除を受けるこ
とができます。石井町ホームページ（https://www.town.ishii.lg.jp/）でも、ふるさと納税の仕組みや
寄附金の使い道などについて紹介しており、寄附金申込書のダウンロードを行うことができます。

問総務課　☎ 674－1111
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募集種目 資　　格 受付期間 試験期日

防　 衛
大 学 校
学　 生

推 薦

18 歳以上 21歳未満の者
高卒（見込含）又は高専 3年次
修了（見込含）で成績優秀かつ
生徒会活動等に顕著な実績を修
め、学校長が推薦できる者

9月 5日～ 9月 10日���������
9 月 25・26日

総 合
選 抜

18 歳以上 21歳未満の者（自衛
官は 23歳未満）
高卒者（見込含）又は高専 3年
次修了者（見込含）

1次：9月 25日
2次：10月 30・31日

一 般 7 月 1日～ 10月 27日 1次：11月 6・7日
2次：12月 7～ 11日

防 衛 医 科 大 学 校
医 学 科 学 生 18 歳以上 21歳未満の者

高卒者（見込含）又は高専 3年
次修了者（見込含）

7月 1日～ 10月 13日 1次：10月 23日
2次：12月 15～ 17日

防 衛 医 科 大 学 校
看 護 学 科 学 生

（自衛官候補看護学生）
7 月 1日～ 10月 6日 1次：10月 16日

2次：11月 27・28日

航 空 学 生

海：18歳以上 23歳未満の者
（高卒者（見込含）又は高専 3年
次修了者（見込含））
空：18歳以上 21歳未満の者
（高卒者（見込含）又は高専 3年
次修了者（見込含））

7月 1日～ 9月 9日

1次：9月 20日
2次：10月 16～ 21日
3次：
（海）11月 19日～ 12月 15日
（空）11月 13日～ 12月 16日　　　　

一 般 曹 候 補 生
18 歳以上 33歳未満の者���（32
歳の者は、採用予定月の末日現
在、33歳に達していない者 )

① 3月 1日～ 5月 11日
② 7月 1日～ 9月 6日

① 1次：5月 21日～ 30日
　2次：6月 18日～ 7月 4日
② 1次：9月 16日～ 19日
　2次：10月 9～ 24日
※いずれか 1日を指定されます。

自 衛 官
候 補 生

男 子 18 歳以上 33歳未満の者
（32歳の者は、採用予定月の 1日か
ら起算して 3月に達する日の翌月の
末日現在、33歳に達していない者）

年間を通じて行っていま
す。 受付時にお知らせします。

女 子

陸上自衛隊
高 等 工 科
学 校 生 徒

推 薦
男子で中卒（見込含）17 歳未満の
成績優秀かつ生徒会活動等に顕著な
実績を修め、学校長が推薦できる者

11月 1日～ 12月 3日 令和 4年 1月 8日～ 11日
※いずれか 1日を指定されます。

一 般 男子で中卒（見込含）17歳未満
の者

11月 1日～
令和 4年 1月 14日

1次：令和 4年 1月 22日・23日
2次：令和 4年 2月 3日～ 6日
※いずれか 1日を指定されます。

予 備
自 衛 官 補

一 般 18 歳以上 34歳未満の者
① 1月 6日～ 4月 9日
② 7月 1日～ 9月 17日

① 4月 17日～ 21日
② 10月 2日～ 5日
※いずれか 1日を指定されます。技 能

18 歳以上で国家免許資格等を有
する者（資格により年齢上限は
53歳未満から 55歳未満）

病児保育の広域利用のご案内
　小学校を卒業するまでのお子様が病気中や病気の回復期にあって、かつ保護者が就労している等の理由
により家庭で保育ができないときに、お子様を一時的に預かる「病児保育事業」を実施しています。
■対　象　者　�徳島市、小松島市、石井町、勝浦町、佐那河内村、神山町、松茂町、北島町、藍住町、板野

町、上板町にお住まいの、小学校を卒業するまでのお子様
■実施施設　※お住まいの市町村に関係なく、どの実施施設でも利用することができます。
　　　　　　　徳島赤十字乳児院については、乳児・幼児のみ利用可能です。

施設名・所在地・電話番号 利用できる日時
藤岡小児クリニック　　徳島市昭和町8丁目66� ☎（088）622－0012

月曜日～金曜日　8:30～18:00
土曜日　8:30～17:00
※�日曜日、祝日及び 8 月 12 日
～�8 月 15 日、12 月 29 日～�
1 月�3 日は除く。

田山チャイルドクリニック　徳島市北矢三町3丁目3-41� ☎（088）633－2055

愛育小児科　　　　　　徳島市国府町桜間字登々路8-1� ☎（088）635－2299
えもとこどもクリニック　徳島市北沖洲3丁目1-24� ☎（088）664－8580

ひなたクリニック　　　徳島市応神町古川字戎子野81-4� ☎（088）678－5461
末広ひなたクリニック　徳島市末広2丁目1-111� ☎（088）624－8660

徳島赤十字乳児院　　　小松島市中田町字新開2-2� ☎（0885）32－0555
月曜日～金曜日　7:30～18:30
土曜日　8:30～16:30
※�日曜日、祝日及び12月29日～1
月3日は除く。

伊勢内科小児科　　　　名西郡石井町石井字石井726-7� ☎080－6391－9523 月曜日～土曜日　8:30～18:00※日曜日、祝日�及び年末年始は除く。

北島こどもクリニック　板野郡北島町中村字東堤ノ内19-1
　　　　　　　　　　　☎(088)697－2281(8:00～9:00)
　　　　　　　　　　　☎(088)697－2221(9:00～)

月曜日～金曜日　8:30～18:00
土曜日　8:30～17:00
※�日曜日、祝日、休診日及び12月
29日～1月3日は除く。

富本小児科内科　　　　板野郡藍住町東中富字東傍示 11-4� ☎（088）678－2111
月曜日～金曜日　8:30 ～ 18:00
土曜日　8:30～17:00（前日予約のみ）
※日曜日、祝日及び休診日は除く。

■利用料金　１人当たりの日額　１，８００円
　�（お住まいの市町村における生活保護世帯及び市町村民税非課税世帯は無料、市町村民税が均等割のみ課税の世帯は９００円）
　※�利用料は、父母及び同一世帯者の課税により算定します。課税状況が確認できない場合は、一旦１，８００円

をお支払いいただき、課税証明書の提出をもって払い戻しいたします。

■お問い合わせ先　各実施施設、または石井町役場子育て支援課（☎６７４－１６２３）まで

地域子育て支援拠点事業のお知らせ地域子育て支援拠点事業のお知らせ
　乳幼児のいる子育て中の保護者の交流や育児相談、子育てに関する講座や情報提供などを行っています。
　子育て中の方が集まることのできる憩いの場としてお気軽にご利用ください。皆さまとの出会いを楽し
みにしています。

★こどもねっといしい子育てサロン　（高川原130－1  石井中学校西隣）
　▪開催日　月曜日～金曜日　午前10時～午後4時　
　　　　　　土曜日（月１回）　午前10時～正午　　　　　　　　☎635－5799

★さくら認定こども園　にじぐみ　（高川原1254－1  高川原小学校前）
　▪開催日　月曜日～金曜日　午前9時～午後3時　　　　　　　☎675－0980

※新型コロナウイルス感染症の影響により、利用を制限する場合があります。
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？特 別 障 害 者 手 当
特 別 児 童 扶 養 手 当

次の全ての要件に当てはまる方が申請できます。

次の全ての要件に当てはまる方が申請できます。

⃝児童が福祉施設等に入所していないこと
⃝児童が障害を支給事由とする年金を受けていないこと
⃝児童や受給者となる方が日本国内に住んでいること
※その他、所得に関する要件等もあります。

⃝施設入所や 3か月を超える入院をしていない方
⃝重度の障がいがある方で日常的に特別な介護が必要な方
⃝�おおむね身体障害者手帳 1級 2級程度、療育手帳A程度もしくは精神障害者福祉手帳１級程度
の重度の障害が２つ以上ある方

※その他、所得に関する要件等もあります。

問福祉生活課　☎ 674－1116

問子育て支援課　☎ 674－1623

20歳以上で精神または身体に重度の障がいがあり、在宅で日常的に特別な介護
が必要な方に支給される手当です。

支給額：月額　27,350 円（令和 2年 4月～）
　　　　　�年 4回（2月、5月、8月、11月）口座へ振込

手当を受けるには申請が必要です。
詳しくは福祉生活課までご相談ください。

をご存じですか

20歳未満の精神または身体に障がいのある児童を家庭で監護している方に支給
される手当です。

支給額：月額　1 級　52,500 円（令和 2年 4月～）
　　　　　　　2 級　34,970 円
　　　　　�年３回（４月、8月、11月）口座へ振込

手当を受けるには申請が必要です。
詳しくは子育て支援課までご相談ください。

⃝特別児童扶養手当とは⃝

⃝特別障害者手当とは⃝
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問福祉生活課　☎ 674－1116

　犬の飼い主には「狂犬病予防法」で様々な義務が課されています。
　代表的なものをいくつか、紹介します。

　このほかにも「動物の愛護及び管理に関する法律」により、飼い犬等の愛護と管理に関し、適正に
飼育し、人に迷惑をかけることのないように努めなければなりません。

　狂犬病予防注射は、動物病院で受けさせられますが、町では春と秋に県獣医師会に委託して、狂犬
病の予防注射を町内各地で実施しています。詳しい日時や場所、費用は、登録されている犬の飼い主
の方宛てに、個別の通知にて案内します。

犬の飼い主の方へ

ふじっこちゃんのお墓Ｑ＆Ａ

町営墓地のお墓を墓じまいして、永代供養しようと思っ
ているのですが、墓じまい後の区画を他の方に譲って
も大丈夫ですか？

町営墓地で使用されている区画は、土地を購入して使用してい
るのではなく、お墓として使用する権利を取得されている区画
ですので、その権利を他の方に譲渡することはできません。
また、墓じまい後は、手続きが必要ですので、福祉生活課まで
ご連絡ください。

Ｑ

Ａ

①�　犬を飼い出したら 30日以内に町に申請しなければいけません！【登録手
数料として 3,000 円が必要です】

②�　飼い主が変わったときや犬が死亡したときは町に届け出なければいけませ
ん。

③�　狂犬病の予防注射を毎年１回受けさせなければいけません！【注射料金（実
費）とは別に、注射済票交付手数料として 550円が必要です】

④　もらった鑑札や注射済票は、その犬に着けておかなければいけません。

愛犬には年１回の予防注射を

VOL.2
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　厚生労働省では毎年３月１日～３月８日までを「女性の健康週間」として
定め、女性の健康づくりに取り組んでいます。そこで今回は、女性の気をつ
けたい病気の１つである「乳がん」についてお話しします。

健康
メモ

　日本では乳がんにかかる女性が年々増えており、年間約９万人の女性がかかると推定されていま
す。また乳がんで亡くなる方もここ 50 年間で７倍に増加しています。（1965 年：約 1,800 人　→
2018年：約 14,600 人）特に 30歳～ 69歳の女性では、全がんの中で乳がんが死亡原因の第１位
となっており、予防と早期発見が重要です。

＊乳がんの実態

知っていますか？ 乳がんのこと知っていますか？ 乳がんのこと

　まず予防については、他のがんと同様に「脂肪の多い食事を避ける」「緑黄色野菜を摂る」「飲酒は適
量」「豆腐・納豆など大豆系の食品を摂る」「禁煙」など基
本的な生活習慣が大切です。
　　
　万一乳がんにかかった場合は、早期発見が重要です。乳がんは自分で発見できる数少ないがんであ
り、早期発見のためには月１回のセルフチェックが有効です。月経のある方は、乳房が柔らかい月
経後１週間目頃がおすすめです。閉経後の方は、月１回日にちを決めて行いましょう。

＊乳がんの予防・早期発見

　毎月セルフチェックをしているうちに自分の乳房の普通の状態がわかり、異常を早く見つけら
れるようになります。少しでも異常があったら、ためらわず専門医の診察を受けましょう。
　また早期発見のためにセルフチェックと並行して、必ず定期検診を受けましょう。石井町では、
40歳以上の女性を対象に２年に１度乳がん検診を無料で行っています。

セルフチェックの方法　　　　

①まず両腕を下げたまま、左右の乳房や乳首の形を覚えておきます。
②両腕を上げて正面、側面、斜めを鏡に映しつぎのA、Bについて調べます。
　A. 乳房のどこかにくぼみやひきつれたところはないか。
　B. 乳首がへこんだり、湿疹のようなただれができていないか。
③�あおむけに寝て、右の乳房を調べるときは右肩の下に座布団か薄い枕を敷き、乳房が垂れず胸
の上に平均に広がるようにします。
④�乳房の内側半分を調べるには、右腕を頭の後方に上げ、左手の指の腹で軽く圧迫して、まんべ
んなく触れてみます。
⑤�外側半分を調べるには、右腕を自然の位置に下げ、同じように左手の指の腹でまんべんなく触
れてみます。最後にわきの下に手を入れ、しこりの有無を確認します。

　【注意：乳房のしこりを探るときは指先でつままず、必ず指の腹で触れましょう !】
⑥右の乳房を調べたら、左の乳房を④ ･⑤と同じ要領で調べます。
⑦�最後に左右の乳首を軽くつまみ、お乳をしぼり出すようにして、血液のような異常な液が出な
いかを調べます。

参考：公益財団法人　日本対がん協会発行冊子「もっと知りたい乳がん」より

問石井町健康増進課（保健センター）　☎ 674－0001
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　厚生労働省では毎年３月１日～３月８日までを「女性の健康週間」として
定め、女性の健康づくりに取り組んでいます。そこで今回は、女性の気をつ
けたい病気の１つである「乳がん」についてお話しします。

健康
メモ

　日本では乳がんにかかる女性が年々増えており、年間約９万人の女性がかかると推定されていま
す。また乳がんで亡くなる方もここ 50 年間で７倍に増加しています。（1965 年：約 1,800 人　→
2018年：約 14,600 人）特に 30歳～ 69歳の女性では、全がんの中で乳がんが死亡原因の第１位
となっており、予防と早期発見が重要です。

＊乳がんの実態

知っていますか？ 乳がんのこと知っていますか？ 乳がんのこと

　まず予防については、他のがんと同様に「脂肪の多い食事を避ける」「緑黄色野菜を摂る」「飲酒は適
量」「豆腐・納豆など大豆系の食品を摂る」「禁煙」など基
本的な生活習慣が大切です。
　　
　万一乳がんにかかった場合は、早期発見が重要です。乳がんは自分で発見できる数少ないがんであ
り、早期発見のためには月１回のセルフチェックが有効です。月経のある方は、乳房が柔らかい月
経後１週間目頃がおすすめです。閉経後の方は、月１回日にちを決めて行いましょう。

＊乳がんの予防・早期発見

問環境保全課（清掃センター内）　☎ 674－6842

「ごみ収集カレンダー」は３月22日（月）発行です！
　４月から１年間の「ごみ収集カレンダー」は令和３年３月22日
（月）に発行する予定です。
　発行日の新聞朝刊への折り込みのほか、石井町役場や清掃セン
ターでも配布します。
　町ホームページからダウンロードもできます。
　ご希望の方には郵送も可能ですので、環境保全課までご連絡く
ださい。

～土地の適正管理は所有者の責任です～
　空き地や隣地との境界付近などの管理は、その土地の所有
者の責任です。空き地が適正に管理されず放置されると、火
災の危険・ごみの不法投棄・病害虫等の発生・景観の悪化等
の問題が発生するおそれがあります。
　土地を所有または管理されている方は、雑草等が茂ってご
近所の迷惑にならないよう土地の適正な管理をしてください
ますようお願いします。

ごみの分別Ｑ＆Ａ

｢金属類｣ ってなに？

金属製のフライパン、鍋、やかん、水筒などです。

Ｑ１
Ａ１

フライパンのガラス製のフタの分別はなに？

｢ワレモノ・陶磁器類｣ です。

Ｑ２
Ａ２

コップなどのガラス製品はなぜ ｢空きビン｣ ではなく ｢ワレモノ・陶磁器
類｣ なの？
ガラス製品は ｢空きビン｣ と見た目は似ていますが、成分や溶ける温度が違うので
一緒にリサイクルできないためです。

Ｑ３
Ａ３

LED 電球や蛍光灯型 LED などの LED 製品が「燃やせないごみ」なのは
なぜですか？
健康に有害な水銀を含むものを「廃蛍光管」として、専門の事業者に引き渡して���
います。LED製品は蛍光灯や電球とは材料が違うためリサイクルや処分の方法が異
なりますので『燃やせないごみ』に分別してください。

Ｑ４

Ａ４
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図書室だより広報出張版＆移動図書館車巡回日程図書室だより広報出張版＆移動図書館車巡回日程

3月～4月の
感染症対策等のため中止することがあります。 
最新情報はホームページ等をご確認ください。 巡回日程

貸出冊数は、移動図書館車と図書室合わせて10冊です。図書室の貸出期間は14日です。
貸出カードは移動図書館車でも作成できます。（町内在住または通学通勤先が石井町の方のみ可）
★本人確認の出来るもの（保険証・運転免許証等）をご持参ください。カードは図書室と共用できます。

巡回日 巡回場所 時　間 巡回日 巡回場所 時　間
3 月16日
（火） 仁寿園 巡回中止 3 月17日

（水）
石井小学校尼寺分校 10：00～11：00
石井養鶏農業協同組合 14：00～15：00

3 月18日
（木） 浦庄分館

10：00～11：00 3 月19日
（金） 藍畑分館

10：00～11：00
14：00～15：00 14：00～15：00

3 月23日
（火） ケアセンターれもん 14：00～15：00 3 月24日

（水）
高原小学校西駐車場 10：00～11：00
曽我団地集会所 14：00～15：00

3 月25日
（木）

石井町役場 10：00～11：00 3 月26日
（金）

フジグラン石井 10：00～11：00
あべ歯科医院駐車場（竜王） 14：00～15：00 高川原簡易郵便局 14：00～15：00

4 月7日
（水） フジグラン石井 14：00～15：00 4 月8日

（木）
ファミリーマート浦庄店 10：00～11：00

石井町役場 14：00～15：00
4 月9日
（金）

曽我団地集会所 10：00～11：00 4 月14日
（水）

石井小学校尼寺分校 10：00～11：00
阿波食ミュージアム 14：00～15：00 石井養鶏農業協同組合 14：00～15：00

4 月15日
（木） 浦庄分館

10：00～11：00
14：00～15：00

★ＨＰ・インスタグラム・巡回地地図のQRコードはこちら★

★ 図書室の近刊 ★★ 図書室の近刊 ★

『トッカイ 不良債権特別回収部』  清武　英利

狂乱のバブル経済崩壊後の 「失われた２０年」 のさなか日本中の不良

債権取り立てに奮闘する国策会社＝整理回収機構。 そこで働く面々は、

その多くがバブル崩壊で破綻した金融機関の出身者たちだった─。 泥

沼の債権回収に奮闘した、 男たちの物語。

★ 移動図書館車の近刊 ★★ 移動図書館車の近刊 ★

『クラゲ・アイランドの夜明け』  渡辺　優 

クラゲが好きだったあの子は、 どうして死んだんだろう？

殺人、 傷害、 交通事故、 違法薬物、 違法労働、 虐待、 自殺者がゼロ

の海上コロニー─通称《楽園》。 その七つのゼロをはじめて「自殺」で破っ

た少女 ・ ミサキ。 彼女の死に疑問を抱いた僕は、 彼女の行動を探り始

める。 そこには、 七日前に現れた新種のクラゲが関係していた？気鋭

作家 ・渡辺優の描く、 新世界の物語。

この他、

「おしりダンディ　ザ ・ ヤング」　トロル

「かいけつゾロリ　きょうふのエイリアン」　原　ゆたか

「昔のお仕事大図鑑」　小泉　和子 / 監　

「いろいろおかしパーティー」　おおで ゆかこ

「１３歳からの 「ネットのルール」」　小木曽　健 / 監　など

毎月多数の新刊をご用意しております♪
最新の新刊情報は下記SNSなどをご確認ください！

↓石井町ＨＰ ↓巡回地地図↓インスタグラム

図書室からのお知らせ 

◆図書室ご利用の手順◆ 

❶ 手指消毒・マスク等をして入室  
↓ 

❷ 職員に声をかけ、名簿を記入 
＊お連れ様がいる場合全員分ご記入ください 

新型コロナウイルス感染症拡大防止対策にご協力ください

閲覧席の利用を再開しています！

✤ ３密対策のため 対面を避け、距離（１～２ｍ）をあけてご利用ください 

✤ 座席数が少なくなっていますので、譲り合ってご利用ください 

✤ 座席を利用する場合も含め、短時間の利用にご協力ください 

 

貸出カード 

をご提示いただけますと 

入室がスムーズに行えます！ 
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まちのうごき
令和3年1月1５日～令和3年2月1４日受理分（敬称略）

  世帯数 10,783戸
  男　性 12,160人
  女　性 13,399人
　　計　 2５,５５9人

令和 3 年 3 月 1 日現在

人 口
 ご結婚おめでとう 
福島　聖士（石　井）
新川　　望（長崎県）
池野　恭平（鹿児島県）
友成由布子（桜　間）

猪熊　　翼　望
のぞみ
（高川原）　　　　薫�

堀部　裕之　蒼
あお
紫
し
（高川原）　　美貴子�

柳澤　将史　昇
のぼる
（石　井）　　　麻由�

稲岡　幸輝　優
ゆ あ
愛（白　鳥）　　さくら�

坂東　孝浩　真
ま い
衣（第　十）　　　昌代

岩佐　一樹　建
けん
志
し
（国　実）　　　佳那�

桒原　大輔　結
ゆ に
爾（高川原）　　　望華

筒井　健人　琳
りん
斗
と
（石　井）　　ふらの

播　　剛介　帆
ほの
花
か
（石　井）　　　直子�

湯浅　陽平　斗
と わ
和（下　浦）　　　麻美

吉田　勇嗣　悠
ゆ
月
づき
（白　鳥）　　　瑞季�

岩佐　拓哉　羚
れ お
央（石　井）　　早央里�

髙橋　知宏　柚
ゆ い
衣（平　島）　　　美穂�

髙田　幸司　凪
なぎ
（下　浦）　　　牧子

新居　竜也　紡
つむ
凪
ぎ
（中　島）　　　優佳�

�

｝
｝

｝
｝

｝
｝

｝
｝

｝

｝

｝
｝

｝
｝

｝
 お誕生おめでとう 

お悔やみ申し上げます

※広報掲載については、石井町
へ届け出された方で掲載を
希望された方のみ、掲載して
おります。

島野　　實　72歳（西高原）�
石川　政子　90歳（諏　訪）
武知　榮一　95歳（天　神）
多田マツ子　105 歳（諏　訪）
井内　政信　79歳（高川原）
武知　久惠　85歳（高　畑）

町長コラム 　「マスク着け　挨拶するも　誰だっけ」
　これは、京田辺市のフェイスブックで市民の方から応募があった川柳とし
て、昨夏に紹介されていたものですが、うまいこと言うな～と思う反面、す
ごく共感しました。
　常にマスクを着用しだして約 1年。今はマスク姿にもだいぶ慣れてきま
したが、当初の内はよくお会いしている方でも一瞬分からなかったことも多
かったからです。
　人間は、情報の約 9割を視覚から判断していると言われています。そして
その視覚から得る情報としては、容姿や清潔感などの見た目はもちろん、行
動や言動、身振り手振りなどの態度も含まれます。
　今はまだまだコロナ禍で、国民全員がそれぞれ何かしらの我慢をしながら
感染拡大を食い止める努力をおこなってくれています。そうした中、範を示
さなければならない立場を深く自覚する必要があります。
　行動や言動はいくらマスクをしていても隠してくれるものではなく、また、
「誰だっけ」と分からないものでもありません。人の振り見て我が振り直せ。
しっかり自戒していきます。

石井町長

小林　智仁

自　覚

問石井町学校給食センター　☎ 675－1210

　令和３年度から運営を開始する新石井町学校給食セン
ターの、一般見学者を募集します。
　ご希望の方は給食センターへ、お電話でお申し込みく
ださい。
　見学会は、必ずマスクを着用してください。発熱、咳
などの風邪の症状や体調が優れない方の見学はご遠慮い
ただきます。

【日　時】　（全４回）
令和３年３月 23 日（火）�① 10 時～　② 14時～
　　　　３月 25 日（木）�① 10 時～　② 14時～

※�各見学会の
　定員は 15名
　�としているため、
ご希望の日程に参
加できない場合が
あります。

新石井町学校給食センター
見学会のお知らせ
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いしい
スナップ

石
井
町
の
話
題
を

紹
介
し
ま
す
。

いしい
スナップ

地域の老人会の方達が、コマ回し大会の審判をしてくれま
した。他にも、紙鉄砲の遊び方を教わり、大きな音を鳴ら
して楽しく遊んでいました。

平成 12 年からス
ポーツ推進委員と
して活動してこら
れた板東一英さん
が、体育・スポー
ツの振興に貢献さ
れた功績がたたえ
られ、会長表彰を
受賞されました。

栄養改善や見守りが必要な高齢者に食事支援を行うサービ
スです。この日のお弁当を町長が頂きました。サービスへ
のお問い合わせは、長寿社会課へ。

４月から自衛隊に入隊する３名の激励会が、石井町役場で
行われました。町長や自衛隊家族会会長から激励の言葉が
贈られました。

石井中央藤クラブの
手づくりサロン教
室の皆さんから６年
生全員へ、卒業記念
として手づくりのポ
ケットティッシュカ
バーが贈られました。

コマ回し大会や昔あそびをしたよ
（高原幼稚園）

四国地区スポーツ推進委員
協議会会長表彰

  1

  1

27

29

配食サービスのお弁当を検食

自衛隊入隊激励会

卒業記念に手づくりの贈り物（石井小学校）

  1
27

  2
16

  1
26

                          
      

     
                       

  

 

三寒 

四温 

もうすぐ 

春ですね 
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魅 力 発 見

 

～まち ・ひと ・ しごと～

今回のテーマ

【ひと】

　 最近、 修理した旧車は、 『１９３０年式 （昭和５年） のシボレー AD 型』、 約９０年

前に製造されたアメ車だ。 アクセル ・ ブレーキ ・ クラッチ ・ エンジン ・ ライト、 ５つ

の操作を足で行う。 フォルムはレトロで可愛いが、 「旧車の運転は大変。 ハンドル

も重く、 すごく体力がいるんよ。」 と話す姿は、 とても楽しそうに感じた。

　 子どもが成長し子育てもひと段落、 時間に余裕ができたのが約１０年前。 趣味と

して旧車の修理をするようになった。 『動かなくなったものが、 自分の力で動き出

す』、 これが楽しい！無い部品は代用品を探したり、 自分で作る時も。 これまでに修理

した旧車は２０台ほどあり、 夢の中でひらめいた修理のアイデアを、 実際に試すことも

あった。

　 「旧車は操作が大変だからこそ、運転に集中する。今の最新機能満載の車であっても、

集中力は欠かすことができない。 安全運転を考えるきっかけになれば。」 と元木さん

は考えている。

　 この日集まった高齢者の皆さんは、 再び動いた９０年前の旧車を懐かしい想いで観

ていた。

『 有限会社　宗自動車 』
 

 
ご存じですか？ ～地場産品応援の店～ 

地場産品応援の店・・・石井町で生産加工された物産品の町内での消費拡大のため、地場産品を積極的に 

PR し、応援しているお店です。 

 

　～真面目にコツコツと
車の事なら何でもお気軽にご相談ください～

TEL:０８８－６７4－7139

石井町浦庄字大万２３６－１５ 

営業時間：8：3０～19：0０

定 休 日：日曜日、祝日

(HP)

　https://mune-automobile.jimdofree.com/

平成4年創業　（専務取締役　　宗　政宏）

　 石井町浦庄で自動車販売 ・ 修理をしている有限会社　宗自動車です。

軽自動車からトラックや特種車両、 福祉車両まで全メーカー全車種を取

り扱っています。

　 日産愛媛自動車専門学校卒業後、 徳島日産自動車に就職し、 車の構

造や仕組み、 経営ノウハウや販売等を学んできました。 お客さまに喜ん

で頂けるよう、 親切な対応と丁寧な修理を常に心がけています。

　 車の機能性の説明や車選びのポイント等、 様々なアドバイスも行って

います。 車の事なら何でも、 宗自動車にご相談ください。

　※この記事は、 町内の商工業の発展を目的に、 石井町商工会と協力し作成しています。

このコーナーでは、

紹介希望者を募集し

ています。 （自薦 ・ 他

薦問わず） 詳しくは、

総務課へお問い合わ

せください。

☎６７４－１１１１

　 旧車好きの３０代～６０代の仲間

が集まる、 『徳島旧型車輛等保存協

会』 の代表。

　 元木さんはメンバー最年長。

⬅　動画でご覧ください。

（徳島新聞社動画TPV より）

元
もと

木
き

　和
かず

豊
とよ

　さん
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みんなの
ページだよ！

「いしい」アプリ配信中‼
防犯・防災、イベントやエリアごとのごみ収
集日の情報をお届けします。施設ナビやブッ
クマークなど便利な機能も盛りだくさん！

Android iPhone

【日曜・祝日】当番医
3 /20（土） 惠 美 ク リ ニ ッ ク 675－0855
3 /21（日） 川 原 内 科・ 外 科 675－0015
3 /28（日） な か た に 産 婦 人 科 674－1295
4 / 4 （日） 遠 藤 産 婦 人 科 674－6818
4 /11（日） 尾 崎 医 院 674－8855

⃝名西郡医師会HP　http://myouzaigun-med.or.jp/⃝
日曜・祝日当番医のお問い合わせは、石井消防署　☎ 674－6788へ

日曜・祝日の
診療時間

午前９時から
午後５時まで

プププププタタイタイタイタイタイムムムムムムム ッッムスムムスムスムススススイイイイイイイタタタタ―なつかしいふる里にタイムスリップ―つつつつつつ ししししかかか ふふふふふふななな かかかかかなななな る―なつかしいふるる里石井町の歴史写真館真真真真真館館館写写写写真真写史史史史史写写写写写町町町町町町町ののの歴歴井町井井石石井井井井井井井井井井町町町町町町町町町石石石石石石 町ののののののののののののののののののの歴歴歴歴歴歴歴史史史史史史史史史史史史写写写写写石石石石石 真真真真真真真館館館館館真歴歴歴歴歴歴歴史史史史写写写写写写真真真真真真真町町町町町町町町ののののののののののの歴歴歴歴歴歴歴井石石石石石井井井井井井井井井井井井井井 館真真真真真真館館館館史歴歴歴歴歴歴歴史史史史史史史史史石石 史史史史史史史史写写写写写写写真写写真真真真真真館館館館館のの石井町の歴史写真館

　重々しい板に金文字で描かれたこの看板は、阿波藍の最高の品質を造り上げ
たものに与えられる賞

しょう
牌
はい

。
　明治22年度（藍）大市、瑞一（最高等級）、朝野・喝采（藍玉名）、カネリ（商
号）、売主・藍畑村志摩重三、買主・東京賣組合などの文字が刻まれている。
　江戸時代後期から徳島の藍場浜で開かれた「藍大市」は全国から買い手（紺屋・
藍商）が集まる阿波藍最大のイベント。阿波の藍師・藍商は最高賞「随一・天上」

（のちに「瑞一・准一・天上」）を目指して奮闘した。優良藍玉は高価で売買さ
れ、売主・買主とも商談が成立すると祭事のような騒ぎの大盤振舞となった。
　売主の志摩重三は、幕末維新に活躍した東覚円村の藍商志摩利右衛門の養子
で、阿波農工銀行頭取を勤めた県内産業界の重鎮である。

（参考文献『天半藍色』『石井町史』）

藍大市の賞牌板（明治 22 年・藍畑）

第48回

※石井町の古い写真を募集しています。
ご提供していただける写真がありましたらご連絡ください。

問 石井町「広報いしい」係　☎674－1111

春春
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　○に入る言葉や数字は何でしょう。
【問１】　税金を納付する際は、納期限を確認し、○○の順に納付してください。
【問２】　石井町では、40歳以上の女性を対象に○年に○度、乳がん検診を無料で行っています。

　ハガキに記入例のように答えを書いて、応募方法により3月31日（水曜日）
役場必着でご応募ください。抽選で、「1,000円の図書カード」（5名）を
進呈します。

図書カードを当てよう！広報クイズ

※記入例
［問１］　○○
［問２］　○年に○度

住所・氏名（フリガナ）・年齢
（または学年）、広報へのご意
見・ご感想など

2月号の答え「①マイナンバー　②３月５日」
たくさんのご応募ありがとうございました。
※当選者の発表は、賞品の発送をもってかえさせていただきます。ご了承ください。

　住所・氏名（フリガナ）・年齢（または学年）を必ず書いて郵便でお送りください。
　なお、応募多数の場合は掲載できないときがあります。
　また、応募ハガキ等はお返しできませんので、あらかじめご了承ください。

※3月31日（水）　役場必着
●ハガキで
　◆広報クイズ　　◆短歌、俳句、川柳
　◆�イラスト（必ず黒の油性ペンで書いてく

ださい・カラー不可）
　◆サークル紹介
　◆�作って欲しいコーナー・教えて欲しい事など

●封書で
　◆四コマ漫画
　◆�赤ちゃん紹介、かわいいペット紹介など
（写真にコメントも添えて送ってください）

　◆�広報いしいの表紙やいしいスナップを飾
る写真（未発表作に限ります）

応募方法
石
井
町
役
場

　
「
ふ
れ
あ
い
広
場
」
係

高
川
原
字
高
川
原
121―

１

〒779－3295
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